
電気用品安全法施行規則（抜粋）

別表第二 型式の区分（第4条関係） ※パブコメ案から修正なし

リチウムイオン蓄電池

品　名 品　名
要　　素 区　　分 要　　素 区　　分

リチウムイオン蓄電池 単電池の形状 リチウムイオン蓄電池 単電池の形状 (1)　円筒形のもの

（略） (2)　角形のもの

(3)　その他のもの

単電池の電解質の種類 （略） 単電池の電解質の種類 (1)　液体状のもの

(2)　その他のもの

単電池の上限充電電圧 （略） 単電池の上限充電電圧 (1)　4.25V以下のもの

(2)　4.25Vを超えるもの

組電池の質量 （略） 組電池の質量 (1)　7kg以下のもの

(2)　7kgを超えるもの

電池ブロックの個数 （略） 電池ブロックの個数 (1)　１個のもの

(2)　２個以上のもの

過充電の保護機能 過充電の保護機能 (1)　組電池で制御するもの

（略） (2)　組電池搭載機器又は

　　　充電器で制御するもの

用途 　 用途 (1)　携帯機器用のもの

（略） (2)　卓上機器用のもの

(3)　その他のもの

組電池の種類

(1)　はんだ付けその他の接合方法に
　より、容易に取り外すことができない
　状態で機械器具に固定して用いられ
　るものその他の特殊な構造のもの

（新 設） （新　設）

(2)　その他のもの

型式の区分型式の区分
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